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香川労働局（局長：本間

ほ ん ま

 之
ゆき

輝
てる

）は、青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）

に基づく基準適合事業主として、下記の２社を認定（ユースエール認定）しました。 

ユースエール認定制度は、若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で、離職率・

有給休暇取得実績などが一定水準を満たしており、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業

を認定する制度で、平成 27年 10月から実施しています。 

 

記 

 

 

１ 交付式  日時 ： 令和２年１０月１日（木） １４：００～ 

会場 ： 高松サンポート合同庁舎北館７階 ７０１会議室 

 

２ 認定事業主 

   ○ 社会福祉法人 喜勝会 
            【所在地】：高松市一宮町８７５番地     【業種】：老人福祉・介護事業 

            【認定年月日】：令和２年２月２８日 （香川で１０社目の認定） 

            ※認定通知所交付式が、新型コロナウイルス感染症の影響により開催 

延期となっていたため、今回改めて行います。 

 

   ○ 西工業 株式会社 
            【所在地】：観音寺市吉岡町５９９番地１   【業種】：管工事業 

            【認定年月日】：令和２年９月９日 （香川で１１社目の認定） 

 

３ 取材について 
     当日に取材を行う場合は、準備の関係で事前に職業安定課宛て連絡をお願いします。

（事前連絡なしでの取材も可能としますので、是非ご参加ください。）なお、当日は１３時５０

分までに会場にお越しください。 

 

香川労働局職業安定部職業安定課 

課    長  西山 昇平 

課長補佐  由佐 満美子 

(電話) 087-811-8922 

HP：https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/ 

香川労働局 発表 

令和２年９月２３日 

「ユースエール認定企業」 

認定通知書交付式を行います！ 


